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北九州市告示第２１５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、認可地縁団体から次のとおり告示事項の変更の届出があった。 

  令和６年４月２３日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 認可地縁団体の名称 

  若松区第西２９区安屋自治会 

２ 代表者の変更 

変更前後の別 代表者の氏名 代表者の住所 

変更前 是松博視 北九州市若松区大字安屋２２９４番地 

１ 

変更後 大庭豊明 北九州市若松区大字安屋１６７５番地

７ 

３ 変更年月日 

  令和６年４月７日 
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北九州市告示第２１６号 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第３

項の規定により、北九州市立旧百三十銀行ギャラリーにおける使用料の徴収事

務を次のとおり委託した。 

  令和６年４月２３日 

北九州市長 武 内 和 久   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

旧百三十銀行ギャラリ

ー管理運営共同事業体

代表企業 公益財団法

人北九州活性化協議会 

北九州市小倉北区古船

場町１番３５号北九州

市立商工貿易会館６階 

令和６年４月１日から

令和７年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第２１７号 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第３

項の規定により、北九州市立戸畑市民会館における使用料の徴収事務を次のと

おり委託した。 

  令和６年４月２３日 

北九州市長 武 内 和 久   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

社会福祉法人北九州市

社会福祉協議会 

北九州市戸畑区汐井町

１番６号 

令和６年４月１日から

令和７年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第２１８号 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第３

項の規定により、北九州市立門司市民会館及び北九州市立若松市民会館におけ

る使用料の徴収事務を次のとおり委託した。 

  令和６年４月２３日 

北九州市長 武 内 和 久   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

共同企業体グループＡ

２Ｋ 

代表企業 朝日建物管

理株式会社 九州支店 

北九州市小倉北区室町

一丁目１番１号 

 

令和６年４月１日から

令和７年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第２１９号 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第３

項の規定により、北九州芸術劇場、北九州市立響ホール及び北九州市立大手町

練習場における使用料の徴収事務を次のとおり委託した。 

  令和６年４月２３日 

北九州市長 武 内 和 久   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

公益財団法人北九州市

芸術文化振興財団 

北九州市小倉北区室町

一丁目１番１号 

令和６年４月１日から

令和７年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第２２０号 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第３

項の規定により、北九州市立黒崎文化ホールにおける使用料の徴収事務を次の

とおり委託した。 

  令和６年４月２３日 

北九州市長 武 内 和 久   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社黒崎コミュニ

ティサービス 

北九州市小倉北区米町

二丁目２番１号 

令和６年４月１日から

令和７年３月３１日ま

で 
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北九州市公告第２７３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  令和６年４月２３日 

北九州市長 武 内 和 久   

開発区域又は工区に含まれる地域の 

名称 
開発行為者 

北九州市小倉南区徳力二丁目７１２

番１、７１２番１２、７１６番１、

７１６番１３、７１６番１４、７１

６番１７から７１６番２１まで、７

４０番１、７４０番３、７４１番１

、７４１番２、９１７番１から９１

７番５まで、９１７番７から９１７

番３０まで、９１７番３２から９１

７番５３まで、９１７番５５から９

１７番７０まで及び無番のうち並び

に企救丘五丁目８９８番１１８のう

ち及び８９８番１３０ 

北九州市小倉北区明和町９番１号 

株式会社 海王 

代表取締役 竹下晃平 
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北九州市公告第２７４号 
 一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り、次のとおり公告する。 
  令和６年４月２３日 

北九州市長 武 内 和 久 
１ 委託内容 

（１） 業務名 北九州市令和９基準年度固定資産（土地）評価替えに伴う

路線価等付設業務（令和６年度～令和８年度分） 
（２） 履行の内容等 仕様書等で定めるとおり 

（３） 履行期間 契約締結日から令和９年３月３１日まで  

（４） 入札方法 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、 

提案に係る技術、実績等に関する書類及び入札書を提出すること。入札者

は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に

記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１

円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）を

もって落札金額とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

。 

（２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「物品有資格業者名簿」という。）に記載され、「Ａ」又は「Ｂ」

の等級に格付けされていること。 

 （３） 北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の資

格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号）第７条第１

項の有資格業者名簿（以下「測量コンサル有資格業者名簿」という。）に

記載されていること。 

 （４） 物品有資格業者名簿及び測量コンサル有資格業者名簿に記載されて

いる本店所在地又は受任地が北九州市内にあること。 

 （５） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 
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 （６） 国税（法人税及び消費税等）に過去３年（事業年度）未納の税額が

ないこと。 

（７） 物品有資格業者名簿の営業種目として、「ソフトウェアの開発」、

「統計 ･ 計算の受託処理」又は「その他」のいずれかを登録していること 

。 

（８） 測量コンサル有資格業者名簿の業務内容として、「不動産鑑定評価 

 」を登録していること。 

（９） 平成３０年４月１日から令和６年３月３１日までに、東京都又は指

定都市（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項

の指定都市をいう。）で本業務と同種の業務受託実績を有すること。 

（１０） 不動産鑑定士を雇用（顧問契約も含む。）していること。  

３ 総合評価に関する事項 

 （１） 総合評価の方式 

  ア 総合評価は、加算方式とする。 

  イ 評価値は、入札書が無効でない者について、次の算式により算定する 

   。 

    評価値＝技術評価点＋価格評価点 

  ウ 技術評価点は、次の（ア）から（エ）までの評価項目ごとの評価によ

って加算する。 

（ア） 業務実施体制 

（イ） 業務受託実績 

（ウ） 事前業務質問 

（エ） プレゼンテーション   

  エ 価格評価点は、各入札者の入札金額に応じ得点を与える。 

  オ 技術評価点及び価格評価点の配点は、次のとおりとする。 

（ア） 技術評価点 ２００点 

（イ） 価格評価点 １００点 

 （２） その他総合評価に関する詳細については、次項第３号の実施要領等

による。  

４ 実施要領等の交付場所及び日時等 

 （１） 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

        北九州市財政・変革局税務部固定資産税課     

 （２） 期間 この公告の日（以下「公告日」という。）から令和６年５月

９日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の
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毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

 （３） 実施要領等の交付方法 第１号の場所において無償で交付する。 

５ 入札参加申出書等の提出物 

  この公告に係る一般競争入札に参加しようとする者は、実施要領等の交付

を受けた上で所定の期日までに入札参加申出書等を北九州市財政・変革局税

務部固定資産税課へ提出しなければこの入札に参加できない。 

（１） 提出書類 

    入札参加申出書等 

（２） 提出期限、場所及び方法 

  ア 提出期限 公告日から令和６年５月１０日まで（日曜日等を除く。）

の毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

  イ 提出場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

         北九州市財政・変革局税務部固定資産税課 

  ウ 提出方法 持参するものとする。 

（３） その他  

提出書類の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 

６ 入札説明会の場所及び日時 

（１） 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市役所本庁舎６階６３会議室 

（２） 日時 令和６年６月５日午後１時３０分 

７ 入札の場所及び日時 

 （１） 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

        北九州市役所本庁舎地下２階第５入札室 

 （２） 日時 令和６年６月１７日午後１時３０分 

８ プレゼンテーションの場所及び日時 

（１） 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

      北九州市役所本庁舎６階６３会議室 

（２） 日時 令和６年６月２４日午後１時３０分 

９ 落札者の決定方法 

（１） 入札者に総合評価のための書類をもって申込みをさせ、プレゼンテ

ーションを実施し、総合評価を行う。 

（２） 契約規則第１３条第 1 項の規定により定められた予定価格の制限の

範囲内で入札した者で、第３項第１号イの評価値の最も高い者を落札者と

する。なお、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、該当者によるく

じ引きで落札者を決定する。 
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１０ その他 

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札に関

する条件に違反した入札 

  イ 提出書類等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

  エ 落札者の決定までに入札参加資格を失った者がした入札 

  オ その他入札の条件に違反した入札  

 （４） その他 

 本業務委託に係るその他入札に関する条件は、実施要領等による。 

 （５） 契約書作成の要否 要 

 （６） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

北九州市財政・変革局税務部固定資産税課 

   〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２０３５ 

   ＦＡＸ ０９３－５８２－８６１１ 
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